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気象警報発令時の対応につきまして 
 
  晩春の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
平素は本校の教育に格別のご協力とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。   

 さて大雨や洪水などに対する気象警報・注意報が発令されましたら、本校では発

令時の対応を下記の通りといたしますので、ご理解の上、ご協力いただきますよう

お願いいたします。 
 

記 
 
１  西脇市に対して、「大雨警報」「暴風警報」「洪水警報」「大雪警報」が発令さ

れた場合には、以下のようにしてください。 
    
（１）午前７時現在で、警報が発令されている場合、登校せず自宅待機としま

す。 
（２）午前７時以降に警報が発令された場合は、その登校状況によって以下の通 

り対応します。 
ア まだ自宅にいる生徒は自宅で待機する。 
イ 登校途中に防災無線等で警報が発令されたことがわかった時は、その 

場所から学校までの距離と家までの距離等を鑑み、登校するか帰宅す 
るかを生徒が判断して行動する。 
（可能な限り複数人での行動が望ましい。） 

ウ 既に学校に登校している生徒は、学校で待機する。 
  （３）午前９時までに、警報が解除された場合は、直ちに登校してください。 
  （４）午前９時までに、警報が解除されなかった場合、臨時休業日とします。 
  （５）生徒が在校中に警報が発令された場合、学校が地域の状況を考慮し、教育 

委員会と協議の上、適切な措置をとります。 
 
２ 西脇市に警報が発令されているかどうかの確認方法について 
（１）西脇市に気象警報が発令された場合は、西脇市防災対策課より防災無線で 

放送されます。 
（２）テレビの「ｄボタン」気象情報で発表されます。また西脇市防災ネットや 

気象庁ホームページでは、警報･注意報が配信、発表されます。 
（３）気象警報の発令状況について、学校へのお問い合わせは控えてください。 
 

３ 臨時休業となった場合の登校再開日の時間割について 
登校再開日の時間割は、休業日となった日の時間割とします。２日以上休業

となった場合は、休業日１日目の時間割とします。（特別な事情が生じた場合に

は、学校連絡メール「すぐーる」で連絡をする場合があります。） 


